
令和５年度　指定管理者制度導入施設の管理運営状況に関する評価調書 

（評価対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日） 
 

 

第１　施設概要及び指定管理者 

 

１　施設概要 

 

２　指定管理者 

 所管部署 産業経済部商工課

 名　　称 水戸市赤塚駅北口駐車場

 所 在 地 水戸市赤塚１－１

 設置根拠 水戸市駐車場条例

 設置目的 道路交通の円滑化及び市民の利便を図るため

 

施設内容

ア　構　　造　　　　地上５階自走式 

イ　延床面積　　　　13,210.96 ㎡ 

ウ　駐車可能台数　　521 台（身障者用 10台含）

 利用料金制 □有　　　　■無

 選定方法 非公募

 名　　称 （一財）水戸市商業・駐車場公社

 構 成 員 ―

 所 在 地 水戸市赤塚 1-1

 指定期間 令和３年４月１日から令和８年３月 31日（５年間）

 

業務内容

(1) 市営駐車場の維持管理に関すること。 

(2) 市営駐車場の運営に関すること。 

(3) 市営駐車場（水戸市本町駐車場，水戸市五軒町地下駐車場及び水戸市赤塚駅北

口駐車場に限る。第６条及び第 10 条第１項において同じ。）の定期駐車の許可に

関すること。 

(4) 市営駐車場（水戸市常磐町駐車場を除く。第７条及び第８条において同じ。）の

使用料（以下「使用料」という。）の徴収に関すること。 

(5) 水戸市常磐町駐車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の徴収に関

すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が市営駐車場の管理上必要があると認めるこ

と。 

 

その他

〔これまでの指定管理者〕 

・（一財）水戸市商業・駐車場公社（非公募） 

平成 18年４月１日～令和３年３月 31 日（４期 15年間）



第２　評価結果 

 

　指定管理者による管理運営状況の評価は，施設の維持管理等の業務について仕様書等に定めら

れた要求水準を満たしているかどうか（業務の要求水準達成度に関する評価），提供されるサービ

ス等について利用者の満足を得られているかどうか（利用者の満足度に関する評価）の２つの観

点から行い，要求水準を達成している場合は「適正」，不十分であり改善が必要な場合は「要改善」

の判定を行っています。また，２つの観点からの評価を総合した総括評価については，簡明さ等

の便宜上，５段階による判定を行っています。 

本評価の実施目的は，指定管理者自らがその結果等の検証を通して，課題や問題点を把握し，

主体的に改善に取り組むことにより，施設運営の適正化を図ることにあります。そのため，「要改

善」とされた事項がある場合には，施設所管課の指導・監督の下，計画的に改善を図っていくも

のとします。 

　なお，評価において「要改善」とされた事項については，その具体的な指摘の内容，指定管理

者による改善に向けた取組方針，状況等を下記の「第３　要改善事項に関する指定管理者の取組

状況」に記載してあります。 

 

１　業務の要求水準達成度に関する評価 

 
評価項目　及び　評価の主な視点

所管課の評価

 適正 要改善

 (1) 管理業務の実施状況に関する評価

 ア　市営駐車場の維持管理に関すること
〇

 ・維持管理業務を適切に行っているか

 イ　市営駐車場の運営に関すること

〇
 ・施設内の警備，誘導業務を適切に行っているか 

・防災対策ができているか 

・利用者の視点に立った円滑な運営に取り組んでいるか

 ウ　市営駐車場の定期駐車の許可に関すること
〇

 ・定期駐車の許可業務を適切に実施しているか

 エ　市営駐車場利用料金の徴収業務に関すること

○

 ・現金等の取扱いに十分に注意して業務を行っているか 
・使用料の徴収業務を適切に行っているか（施設の稼働率等の目標及び実

績については，別紙１「利用状況について」を参照）。 
・交付手数料の徴収を適切に行っているか。

 オ　その他

〇
 ・トラブルや苦情への対応を適切に行っているか 

・市の推進する施策等に協力することができているか 

・市への業務報告を適切に実施しているか

 (2) 管理運営体制の継続性，安定性に関する評価



 
２　利用者の満足度に関する評価 

 ア　組織，職員の配置等に関すること

 

 

○

 ・管理，運営に必要な組織を設置し，有資格者を含め，適正に職員を配置

しているか（運営組織及び職員配置の状況については，別紙２「運営組織

図及び職員配置表」※添付省略を参照）。 

・個人情報の保護等の取組を適切に実施しているか

 イ　財務事務の処理に関すること

〇
 ・第三者への業務委託等に係る契約事務を適切に執行しているか 

・経理事務・公金管理を適切に実施しているか 
・物品の管理を適切に行っているか

 ウ　事業収支に関すること

〇
 ・収支決算は収支計画書の内容と大きな隔たりが生じていないか（収支決

算の状況については，別紙３「収支報告書」を参照）。 
・過大な支出や事業目的に合致しない支出が含まれていないか

 (3) サービス向上の取組に関する評価

 ア　指定管理者が提案したサービス向上に資する事業に関すること

○  ・サービス事業を計画通り実施しているか 

・提案事業の内容はサービス向上に寄与しているか

 
評価項目　及び　評価の主な視点

所管課の評価

 適正 要改善

 (1) 利用者アンケートに関する評価

 ア 利用者アンケートの結果に関すること

〇

 ・おおむね利用者の満足が得られているか（アンケートの調査結果につい

ては，別紙４「令和５年度アンケート結果」※添付省略を参照）。 

【判断基準】 

「とても良い」及び「良い」の割合が５０％以上，かつ「悪い」及び「と

ても悪い」の割合が１０％以下 

【アンケートにおける調査項目】 

　〇施設の整理，清掃状況 

　〇職員の応対 

　〇手続きの利用しやすさ 

　〇サービスの満足 

　〇設備・備品の使いやすさ 

　〇施設内の案内表示 

　〇施設の満足度 

　〇施設の再利用

 イ　利用者アンケート結果の活用状況に関すること。 〇



 

３　総括評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・前年度の利用者アンケートの結果において，利用者から改善を求められ

た事項について，改善を図るなど適切に対応しているか。

 評価 所見

 

Ｂ

・施設の維持管理等の業務について仕様書等に定められた要求水準を満たしている

かどうかについては，施設の維持管理や定期駐車の許可に関するなどの点では，おお

むね水準を満たしていると言える。しかし，収入の目標については達成しておらず，

また，組織，職員の配置等に関することについては，専従の統括責任者が配置されて

いないため，改善が必要である。 

・提供されるサービス等について利用者の満足を得られているかどうかについては，

全ての項目のアンケート結果が，「とても良い・良い」が過半数を占めているため水

準を満たしている。 

・指定管理者が提案したサービス向上に資する事業については，提案のあった事業に

ついては，おおむね水準を満たしていると言えるが，アンケートにより利用者の意見

を確認する必要がある。 

・上記のとおり，おおむね適正な管理運営が行われているものの，業務の要求水準達

成度に関する評価，指定管理者が提案したサービス向上の取組に関する評価につい

て一部改善を要する点があることから，総括評価は「Ｂ」とする。



 

＜評価基準＞ 

※　業務の要求水準達成度のうち，(3)サービス向上の取組に関する評価を除く。 

 

 

 

 

 

【参考：総括評価判断フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

評価
業務の要求水準達成度に

関する評価※

利用者の満足度に関する

評価

業務の要求水準達成度のう

ち，(3)サービス向上の取組に

関する評価

 
 Ａ＋

全ての項目が「適正」であ

る場合

全ての項目が「適正」であ

る場合

「適正」である場合

 
Ａ 〃 〃

「要改善」である場合，又は，

提案による取組がない場合

 
 Ｂ＋

業務の要求水準達成度，利用者の満足度のいずれか一方

に「要改善」がある場合

「適正」である場合

 
Ｂ 〃

「要改善」である場合，又は，

提案による取組がない場合

 Ｃ 「要改善」がある場合 「要改善」がある場合 評価対象外

全て適正 全て適正 適正

提案なし又は要改善
要改善を含む 要改善を含む

全て適正 全て適正

提案なし又は要改善
要改善を含む

評価対象外

業務の要求水準達成度
に関する評価
※（3）を除く

利用者の満足度
に関する評価

（業務の要求水準達成度のうち）

（3）サービス向上の取組
に関する評価

利用者の満足度
に関する評価

（業務の要求水準達成度のうち）

（3）サービス向上の取組
に関する評価

（業務の要求水準達成度のうち）

（3）サービス向上の取組
に関する評価

C

A+

A

B+

B



 

第３　要改善事項に関する指定管理者の取組状況 

 

　本年度の評価において，要改善の判定を受けた事項に関して，その改善に向けた指定管理者の

取組方針等を記載しています。 

　なお，区分の欄中，「新規」の記載がある事項は，本年度の評価で新たに要改善とされた事項で

あり，「継続」の記載がある事項は，昨年度以前の評価においても指摘がなされていたが，改善が

図られず，今年度の評価においても同様の指摘を受けた事項となります。 

 

【参考】 

前年度の評価において，要改善事項とされたもののうち，指定管理者において改善等を図った

事項を記載してあります。 

 

 
区分

要改善事項 改善に向けた指定管理者

の取組方針等  評価項目 指摘の内容

 新規 １-（１）-エ 
市営駐車場の使用

料の徴収業務に関す

ること

使用料収入 50,000 千円の目標

に対し,令和５年度実績は,42,408

千円となっており，8,592 千円の

差となっている。 

自主事業の強化等を行いながら

目標を達成する必要がある。 

自主事業の強化等を行

いながら，利用促進を図

り，目標額の達成に努め

る。

 新規 １-（２）-ア 
組織，職員の配置

等に関すること

管理運営責任者として，市営駐

車場の業務全体の統括に専従する

者を１名以上置いていないことに

ついて，改善が必要である。

管理運営責任者の配置

について市と協議し，改

善を図る。

 新規 　１-（３）-ア 

　指定管理者が提案

したサービス向上に

関すること

　提案事業についてもアンケート

を行うなど，サービス向上に寄与

したかを把握する必要がある。

今後，アンケートに提

案事業に関する設問を含

めるなど，サービス向上

に寄与したかを把握する

こととする。

 要改善事項
改善等の状況

 評価項目 指摘の内容

 



〇使用料
（単位：円　）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
令和５年度 5,172,650 1,630,200 5,412,500 2,590,500 2,712,000 4,929,400 2,782,900 5,405,900 1,817,000 2,437,300 4,828,600 2,688,800 42,407,750
令和４年度 4,291,400 2,203,900 2,154,200 4,426,100 1,941,600 2,144,000 2,753,200 4,598,100 2,280,100 1,406,100 2,841,800 2,410,400 33,450,900
増減率(％) 20.5% -26.0% 151.3% -41.5% 39.7% 129.9% 1.1% 17.6% -20.3% 73.3% 69.9% 11.5% 26.8%

増減要因

〇定期駐車使用料 
（単位：円　）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
令和５年度 4,179,000 1,857,000 1,608,000 1,437,000 1,037,000 2,653,400 1,277,000 1,498,000 1,607,000 1,168,000 1,114,000 6,445,000 25,880,400
令和４年度 1,411,800 4,145,000 1,902,500 1,307,000 1,134,000 2,543,250 1,393,000 1,216,000 1,788,032 1,296,000 1,140,428 3,494,000 22,771,010
増減率(％) 196.0% -55.2% -15.5% 9.9% -8.6% 4.3% -8.3% 23.2% -10.1% -9.9% -2.3% 84.5% -2.9%

増減要因

（参考）令和３年度以前の状況　
※現指定管理者の指定期間は，令和３年度から令和７年度までの５年間である。
※令和２年度の指定管理者は，（一財）水戸市商業・駐車場公社である。

〇使用料

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
令和３年度 4,265,800 734,400 1,686,800 4,088,600 1,854,200 1,732,700 1,379,900 1,907,100 4,430,300 1,639,900 1,774,700 1,105,200 26,599,600
令和２年度 1,452,900 681,300 3,994,500 1,689,100 2,105,900 3,060,600 1,791,400 3,244,100 997,700 1,443,800 1,408,100 1,333,200 23,202,600
令和元年度 8,820,700 3,412,500 6,086,000 3,547,100 3,578,900 3,646,700 4,720,100 3,284,700 3,358,388 5,456,600 2,709,400 1,516,962 50,138,050

〇定期駐車使用料

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計
令和３年度 1,618,000 3,838,000 1,797,000 1,519,351 1,283,316 2,429,400 1,502,825 1,307,000 1,763,018 1,334,000 1,156,000 3,549,000 23,096,910
令和２年度 3,691,000 1,416,000 2,015,400 1,292,756 1,289,965 2,340,200 1,582,246 1,269,000 1,797,000 1,395,315 1,286,000 3,154,000 22,528,882
令和元年度 3,998,600 1,491,825 1,579,000 1,330,000 1,295,000 2,045,000 1,351,299 1,153,000 1,725,088 1,227,878 1,183,494 3,880,333 22,260,517

令和４年度よりも令和５年度は新型コロナウイルス感染症の影響での外出自粛が緩和されたことから，使用料収入が増えたと考えられる。

マンションの入居者や法人契約等が多く，大幅な増減はなかったと考えられる。

赤塚駅北口駐車場の利用状況について

【設定した数値目標】

　使用料収入　　50,000千円

　定期駐車収入　23,000千円

【目標設定の考え方】

　新型コロナウイルス感染症の影響が出る前の令和元年度の実績を基に設定。



第１　管理業務

１　収入の部 （単位：円）

予算額 決算額
比較

（決算－予算）
備考

26,900,000 24,138,678 △ 2,761,322 市へ精算戻入

0 0 0
26,900,000 24,138,678 △ 2,761,322

２　支出の部 （単位：円）

予算額 決算額
比較

（予算－決算）
備考

１ 人件費 6,600,000 6,375,041 △ 224,959 福利厚生費等を含む
小計 6,600,000 6,375,041 △ 224,959

〇運営費（人件費を除く）

１ 光熱水費 2,185,000 1,418,539 △ 766,461
電気代
水道代

２ 通信費 88,000 50,838 △ 37,162
３ 事務用品費 920,000 197,008 △ 722,992
４ 支払手数料 209,000 22,165 △ 186,835
５ 広告宣伝費 0
６ 会議費 0
７ 保険料 60,500 65,500 5,000
８ 燃料費 0
９ 賃借料 228,000 186,335 △ 41,665

10 委託料 17,698,000 17,039,869 △ 658,131

施設管理委託費
機器保守点検費
ごみ処理委託費
清掃業務委託費　
エレベーター保守点検委託費

11 修繕料 831,160 831,160 0
12 租税公課 60,000 24,000 △ 36,000
13 消費税及び
地方消費税

0

14 雑費 790,340 473,264 △ 317,076 　印刷製本費
小計 23,070,000 20,308,678 △ 2,761,322

29,670,000 26,683,719 △ 2,986,281

△ 2,770,000 △ 2,545,041

区分

指定管理料

その他
収入計（Ａ）

区分

〇人件費

支出計（Ｂ）

（Ａ）－（Ｂ）

収支報告書（令和５年度）


